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得
税
の
確
定
申
告
は

　　　　　　　　　　　　　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

所
還
付
の
申
告
は 

　
　
な
る
べ
く
早
め
の
提
出
を

　

次
の
⑴
か
ら
⑹
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
方
な
ど
で
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予

定
納
税
を
し
た
税
金
が
納
め
過
ぎ
に
な
っ
て

い
る
方
は
、還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告（
還

付
申
告
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
還
付
申
告
は
、
２
月
16
日
㈪
以
前
で

も
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、な
る
べ
く
早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
還
付
金
の
受
取
り
は
、
預
貯
金
口

座
へ
の
振
込
み
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
便
利

で
す
。

　
申
告
相
談
会
場
を
お
間
違
え
な
く

　

申
告
相
談
は
、
２
月
13
日
㈮
ま
で
は
佐
渡

税
務
署
で
行
い
ま
す
が
、
２
月
16
日
㈪
～
３

月
16
日
㈪
の
確
定
申
告
期
間
中
は
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
佐
渡
２
階
に
申
告
会
場
が
変
更
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
申
告
書
の
提
出
か
ら
還
付
金
の
支
払
い

ま
で
に
は
、
あ
る
程
度
の
期
間
（
１
～
２
か

月
く
ら
い
）
が
か
か
り
ま
す
。
申
告
書
の
還

付
先
口
座
は
、
申
告
者
本
人
の
口
座
を
お
書

き
く
だ
さ
い
。

　
平
成
20
年
分
の
所
得
税
か
ら 

　
　
　
適
用
さ
れ
る
主
な
改
正
事
項

１�

．
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
対
象

と
な
る
増
改
築
等
の
範
囲
に
、
一
定
の
省

エ
ネ
改
修
工
事
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

２�

．
医
療
費
控
除
の
対
象
範
囲
に
、
特
定
健

康
診
査
の
結
果
が
高
血
圧
症
等
と
同
等
の

状
態
で
あ
る
方
に
対
し
て
行
わ
れ
る
特
定

保
健
指
導
に
係
る
対
価
が
加
え
ら
れ
ま
し

た
。

　
申
告
書
を
作
成
す
る
と
き
に
は

　

「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
に

従
っ
て
申
告
書
用
紙
に
記
入
を
し
て
い
く

と
、
所
得
や
税
額
の
計
算
が
簡
単
に
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
所
得
税
の
確
定

申
告
書
の
手
引
き
」
や
申
告
書
用
紙
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
指
示
に
従
っ

て
金
額
等
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る
申
告
書
等
が
作
成

で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た

デ
ー
タ
を
引
き
継
い
で
直
接
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で

申
告
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑴�平成20年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当
所得や原稿料などのある方

⑵�給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住
宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除などを受け
ることができる方

⑶�平成20年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医
療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方

⑷�平成20年の途中で退職した後就職しなかった方で、年末
調整を受けなかった方

⑸�退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方

　①�退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差
し引くと赤字になる方

　②�退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に
関する申告書」を提出しなかったため、20％の税率で源
泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額
を超える方

⑹�予定納税をしている方で、納税した税金が納め過ぎになっ
ている方

「確定申告書等作成コーナー」では、
所得税の確定申告書のほか、消費税の確定
申告書、青色申告決算書等も作成できます。
国税庁ホームページ
　http://www.nta.go.jp

お問い合わせ　佐渡税務署　☎74‐3276


